
令 和 ６ 年 １ 月 １ 日 発 行 

銚 子 労 働 基 準 監 督 署 
 

 本年もどうぞよろしくお願いします 
～４月から「労働条件明示のルール」が変わります～ 

 

（１）管内の労働災害発生状況 
令和５年 1１月末現在における銚子監督署管内（銚子市、旭市、匝瑳市、東庄町）の令和５

年の休業４日以上の労働災害の発生状況（新型コロナウイルス感染を除く。）は、156 件と前年同期

比+11 件（+7.6%）の状況となっております。中でも、転倒災害が増加傾向（前年同期比+18

件）にあり、食料品製造業、運輸交通業、小売業などにおいて増加しています。 

第 14 次労働災害防止計画では、「死傷災害について、2021 年までの増加傾向に歯止めを

かけ、死傷者数については、2022 年と比較して 2027 年までに減少に転じさせること」を

目標としております。 

事業場の皆様におかれましては、引き続き、労働災害の防止に向けた取組を積極的に進めて

いただきますようお願いします。 
 〔転倒災害防止等のパンフレット（厚生労働省 HP）〕 ⇒  

 

（２）令和６年４月から「労働条件明示のルール」が変わります   

  労働契約の締結・更新のタイミングの労働条件明示事項が追加されます 

 

  （新しく追加される明示事項） 

   ① 就業場所・業務の変更の範囲 

   ② 更新上限の有無と内容 

   ③ 無期転換申込機会 

   ④ 無期転換後の労働条件 
 

 

 

詳しい情報はこちら 

〔改正事項の詳細〕 ⇒  
  ※厚生労働省ホームページ 
 
（https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html） 

 

 

 

 〔モデル労働条件通知書〕 ⇒  
  ※厚生労働省ホームページ 

 

（https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf） 

 

 モデル労働条件通知書は、こちらで  

 ダウンロードできます。 ☟ 
 （Word 版、PDF 版） 

 

 
 ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 主要様式ダウンロードコーナー （労働基準法等関係主要様式） 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html） 

 

銚 子 労 基 署 た よ り 

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001156118.pdf
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudoukijunkankei.html


（３）令和６年４月から、「募集時等に明示すべき事項」が追加されます 

求人企業・職業紹介事業者等が労働者の募集を行う場合・職業紹介を行う場合等には、募

集する労働者の労働条件を明示することが必要ですが、令和６年４月１日からは、新たに以

下の事項についても明示することが必要となります。（※労働基準法に基づく労働契約締結

時の明示義務と同様の改正） 

① 従事すべき業務の変更の範囲※ 

② 就業の場所の変更の範囲※ 

③ 有期労働契約を更新する場合の基準に関する事項（通算契約期間又は更新回数の上

限を含む） 

（※「変更の範囲」とは、雇入れ直後にとどまらず、将来の配置転換など今後の見込みも 

含めた、締結する労働契約の期間中における変更の範囲のことをいいます。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

詳しい情報はこちら 

〔改正事項の詳細〕   ⇒  
※厚生労働省ホームページ 

 

（https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html） 
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